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今後の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 

（電気事業関係）の在り方について（報告）（案） 

 

平成 27年 月 日 

 

「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」（昭和 28年法律第

171 号。以下「スト規制法」という。）は、昭和 27 年の電産スト等が国民経済と国民の日常

生活に与えた影響が甚大であったこと等に鑑み、翌 28年に制定された法律である。 

具体的には、争議権と公益の調和を図り、公共の福祉を擁護するため、電気事業（一般電

気事業及び卸電気事業）の労使の争議行為のうち、「電気の正常な供給を停止する行為その他

電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」を禁止すること等を内容としている。 

スト規制法については、「電気事業法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（平成

26 年５月 16 日衆議院経済産業委員会、平成 26 年６月 10 日参議院経済産業委員会）におい

て、「電力システム改革に関する法体系の整備に併せ、所管省庁において有識者や関係者等か

らなる意見聴取の場を設けその意思を確認し、同法の今後の在り方について検討を行うもの

とする」とされたところである。 

これを受け、今般、労働政策審議会電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制

に関する法律の在り方に関する部会において、平成 26年９月 11日以後、現地視察を２回、

審議を○回行い、下記の１．～３．の観点から今後のスト規制法の在り方について検討した

結果、４．の結論に達したため、報告する。 

 

記 

 

１．労働基本権の保障とスト規制法 

  スト規制法の検討に当たっては、憲法上保障される労働基本権やそれを具体化した労使

関係法制との関係を整理し、検討することが必要である。 

 

 (1) 憲法及び労働組合法との関係 

憲法第 28 条は、労使間の対等な交渉を促進するために、労働者に団結権・団体交渉

権・団体行動権（争議権）を保障している。このうち争議権については、全ての争議行

為に保障が及ぶわけではなく、主体・目的・態様（方法）等の観点から、正当と認めら

れる場合にのみ、保障が及ぶものとされている。こうした争議権保障の趣旨から、労働

組合法では、労働組合による「正当な」争議行為について刑事・民事免責を享受できる

ことが、確認的に規定されている（第１条第２項、第８条）。 

スト規制法は、電気事業等において争議権の保障が及ばない「正当でない争議行為」

の方法の一部を明文で禁止したものとされている。また、禁止される「正当でない争議

行為」すなわち「電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障

害を生ぜしめる行為」については、従来から通知によって解釈（判断基準や対象となる

行為の例示等）が示されているが、その内容によって現在、「正当な争議行為」の行使

に影響を与えているのではないか、といった懸念が指摘されている。 
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 (2) 労働関係調整法との関係 

 労働関係調整法は、労働組合法と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、労働争議

を予防し、又は解決することを目的とする法律であり、同法では、争議行為が行われた

場合に、国民の日常生活等に大きな影響を与える公益事業（電気事業を含む）に対して、

争議行為の予告義務や内閣総理大臣による緊急調整等の特別な規制が設けられている。 

スト規制法も労働関係調整法の緊急調整も、いずれも国民生活等への影響に鑑みて争

議行為を制限する点で共通し、この点で、スト規制法は「屋上屋」との指摘もあるが、

前者は、正当でない争議行為の範囲を明らかにしてその防止を図ることを主眼とするも

のである一方、後者は、正当な争議行為も含めて一定期間禁止し、その間にあらゆる手

段を講じて労働争議を調整・解決することを狙いとする点で異なる。 

 

２．電気の安定供給と特殊性 

  スト規制法の検討に当たっては、対象とする電気事業の置かれた以下の状況を踏まえる

ことも必要である。 
 

 (1) 電気の安定供給の重要性 

スト規制法の制定時と比較すると、今日では、国民経済及び国民の日常生活における

電気の安定供給の重要性は飛躍的に増大している。電気は、常時不可欠で代替不可能な

エネルギー源であり、運輸事業や電気通信事業など他のインフラを支えるインフラでも

ある。停電等が消費者や需要者に与える損害は計り知れないものとなっている。 

現在の電気事業に携わる労使は、電気の安定供給への使命感を持って事業を推進して

いる。また、電力会社は電気の安定供給に資するための設備投資を積極的に行ってきて

おり、スト規制法制定当時と比較して電気供給の安定性は飛躍的に向上している。一方

で、特に現在は、東日本大震災や原子力発電所事故を契機として、電力需給が逼迫して

いる状況であり、多くの企業が電力供給の制約を事業活動の懸念材料としている。また、

計画停電等を経験した直後である国民の立場からすると、争議行為による停電発生の可

能性が増すことに対しては、強い不安の念が示されるものと思われる。 

 

 (2) 電気事業の特殊性 

  (1)のほか、電気事業が有する「特殊性」（スト規制法第１条）として、主として以下

の点が挙げられる。 

・ 電気事業には、一定規模の需要家を除いて地域独占が認められており、他の事業者

によって代替できないこと。特に送配電部門については、電力システム改革後も地域

独占が認められている。 

・ 電気は貯蓄が不可能であり、常に需給を一致させる必要があること。需給バランス

を崩すと電力ネットワーク全体が維持できず、予測不能の大規模停電が発生する。 

もっとも、諸外国の労使関係法制には、公益事業に対して争議行為を規制する法制は

あるものの、電気事業に限定して争議行為を規制する法制は見当たらない。また、スト

規制法以外の国内法令においても、事業規制を除いて、電気事業に限定して規制を設け

ている事例は見当たらない。 
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３．電力システム改革の影響も想定した検討  

３段階に分けて進められている電力システム改革のうち第２弾に当たる「電気事業法等

の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 72 号）によって、発電事業、小売電気事業は

全面的に自由化され、電気事業の類型が見直されることとなった（送配電事業については

引き続き地域独占）。 

これに併せ、スト規制法の対象となる「電気事業」についても、①一般送配電事業、②

送電事業、③事業主及び労働者が第２条の禁止行為を行うことによって、電気の安定供給

の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事

業者が営む発電事業、と改正されることとなった。 

また、第３弾電力システム改革として、送配電部門の中立性を確保するための法的分離

の検討が進められている。こうした電力システム改革が与える影響も想定しつつ、以下の

点について検討することが必要である。 

 

(1) 電気事業者間の競争環境 

第２弾電力システム改革法の施行後は、厚生労働大臣が、電力システム改革の進展の

状況に応じて、スト規制法の対象となる発電事業者を機動的に定める仕組みとなるが、

電力システム改革後も直ちに発電事業者間のシェアが大きく変わることは想定されず、

実態が変わるまで時間がかかることも想定される。しかし、その後、競争環境が大きく

変わる可能性もあり、現状で見通しを立てることは困難である。引き続き、電力システ

ム改革の進展の状況を注視することが必要である。 

 

(2) 電気事業における労使関係 

電気事業における労使関係については、現状、労使ともに「安定・成熟している」と

いう認識で一致している。労使の間では、産業レベルや企業レベル等の様々なレベルで

建設的な労使協議がなされるとともに、団体交渉も真摯に行われており、電気の安定供

給への影響に配慮し、争議行為に関して必要なルールも取り決められている。また、近

年では争議行為の実績はない状況である。 

一方、電力システム改革後については、労使ともに「電気の安定供給に対する使命感

は変わらず、労使関係も安定するよう努力する」という認識であるが、電力システム改

革による自由化後や法的分離後に、現在のような安定した労使関係が保たれるか不安が

あると懸念する意見もあり、電力システム改革が労使関係に与える影響は不透明である。 

いずれにしても、自由競争の下での健全な労使関係の中で労使協議を通じてお互いの

力で労使関係上の課題を解決していくことが基本であることには変わりがない。 

 

 (3) 電気事業の業務 

電気事業の業務は、水力発電所・変電所を中心に無人化・自動化が図られているが、

事故対応や応急措置等の非日常業務を中心に社員（手動）による対応がなお必要である。 

争議行為時に非組合員によって業務を代替できるか否かについては、労働者代表委員

は、非組合員である管理職の体制等から、非組合員による代替は十分可能ではないかと

いう認識である一方、使用者代表委員は、機械化等で置き換えができない業務には、日
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頃の業務や訓練で培われた一定の技能等が必要であり、職場のマネジメントを主な業務

とする管理職では容易には代替できないという認識であり、労使の間で見解が一致しな

い。 

また、電気事業の業務は、発電・送電・変電・配電と高度な連携が必要であるが、第

３弾電力システム改革によって法的分離が実現した場合には組織の「壁」ができるため、

より複雑で高度化したオペレーションが要求され、現場労働者の知識・経験も一層求め

られる可能性がある。 

   こうしたことから、電力システム改革による業務内容の変化が見込まれる中、現時点

で非組合員による代替が可能と判断するのは困難であると考えられる。 

 

４．今後の方向性  

今後のスト規制法の方向性を考えるに当たって、憲法上規定された労働基本権の保障の

観点が重要であることは言うまでもない。しかしながら、電気の安定供給と特殊性、今後

の電力システム改革の影響も踏まえると、以下の方向性が適当である。 
 

(1) 現状では、①電力需給が逼迫し、供給への不安が残っていること、②電力システム

改革の進展と影響は不透明であることから、引き続き注視することが必要である。 

このため、スト規制法について、現時点では存続することでやむを得ない。 
 

なお、労働者代表委員からは、スト規制法は電気事業の労働者の憲法上の労働基本

権を制約している上、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で更に規制を設け

る根拠は存在しないと考えられることから、同法は廃止すべきとの意見があった。 
 

(2) 一方、スト規制法第２条において禁止される争議行為に関する解釈通知については、

現在の電気事業の状況や、今後の電力システム改革等に伴い業務内容の変化が見込ま

れることも踏まえて必要な見直しを行うべきである。 
 

(3) スト規制法の在り方については、電力システム改革の進展の状況とその影響を十分

に検証した上で、今後、再検討するべきである。 


